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(57)【要約】
　【課題】建造物の壁面や床面に表示を施した際に混雑
により表示が視認し難くなる不具合、及び表示の変更を
行う際に所要の工事が必要となり維持管理に手間がかか
るという不具合を解消する。
　【解決手段】建造物に、下方から視認可能な天井１と
、この天井１に設けられた自己発光機能を有する面状表
示装置２と、この面状表示装置２に表示すべき内容を受
け付ける表示内容登録手段６と、この表示内容登録手段
６に登録される表示内容を記憶する表示内容維持手段７
と、この表示内容維持手段７に記憶された表示内容のデ
ータに基づき前記面状表示装置２に前記表示内容を映し
出す表示装置駆動手段８とを具備させる。
　【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下方から視認可能な天井に設けられた自己発光機能を有する面状表示装置と、この面状
表示装置に表示すべき内容を受け付ける表示内容登録手段と、この表示内容登録手段に登
録される表示内容を記憶する表示内容維持手段と、この表示内容維持手段に記憶された表
示内容のデータに基づき前記面状表示装置に前記表示内容を映し出す表示装置駆動手段と
を具備してなることを特徴とする建造物。
【請求項２】
　前記面状表示装置が、照明としても使用可能な光量を有したものである請求項１記載の
建造物。
【請求項３】
　前記面状表示装置の表面を自動清掃するための清掃装置をさらに備えたものである請求
項１又は２記載の建造物。
【請求項４】
　前記清掃装置が、前記面状表示装置に添接させたワイパーと、このワイパーを前記面状
表示装置の表面に沿って移動させるワイパー駆動機構とを備えたものである請求項３記載
の建造物。
【請求項５】
　前記面状表示装置が、公共施設空間を覆うように配設されたものである請求項１、２、
３又は４記載の建造物。
【請求項６】
　前記面状表示装置が、工場空間を覆うように配設されたものである請求項１、２、３又
は４記載の建造物。
【請求項７】
　前記面状表示装置が、オフィス空間を覆うように配設されたものである請求項１、２、
３又は４記載の建造物。
【請求項８】
　前記面状表示装置が、娯楽施設空間を覆うように配設されたものである請求項１、２、
３又は４記載の建造物。
【請求項９】
　前記面状表示装置が、視認方向によって異なった表示内容を表示しうるように構成した
ものである請求項１、２、３、４、５、６、７又は８記載の建造物。
【請求項１０】
　前記面状表示装置の裏面に太陽電池パネルを設け、この太陽電池パネルを屋外に露出さ
せている請求項１、２、３、４、５、６、７、８又は９記載の建造物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、公共施設、工場、オフィス、あるいは娯楽施設等として好適に使用される建
造物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　各種の建造物には、その使用目的に応じていろいろな表示が、壁面や床面に施されてい
ることは周知の通りである。例えば、役所、病院、或いは駅等の公共施設内には、受付、
診察室、或いは乗車位置等を明示するための情報表示その他種々のものが、壁、吊下ボー
ド、或いはカウンターゲート等に施されている。また、病院や工場の床面には、案内ルー
トを教示するための矢印表示等が行われていることも少なくない。オフィスや娯楽施設等
に於いても事情は同じであり、壁などの起立面や床面に文字や図形などの情報表示が施さ
れているのが現状である（例えば、特許文献１を参照）。
なお、これらの建造物には別途照明装置が設置されているのは勿論であるが、従来は、天
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井等の所定箇所に白熱灯や蛍光灯等を固設しているのが一般的である（例えば、特許文献
２を参照）。
【特許文献１】特開２００７－１７１６２９号公報
【特許文献２】特開２００８－１６４１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の情報表示には、次のような課題がある。
【０００４】
　床面に施された情報表示は、通行人により視認を妨げられる傾向がある。そのため、混
雑すると情報表示が見え難くなるという問題がある。また、壁面等に情報表示を行う場合
、必要に応じて吊下げ工事等をしなければならない。そのため、情報表示を変更する毎に
所要の工事が必要となり、維持管理に手間がかかるという不具合もある。また、吊下げボ
ードやゲート類は視界を遮るきらいがあるため、多数の情報表示を行うと視認性を損なう
こととなる。そのため、情報表示点数が多くなると遠くから表示内容を確認し難いという
問題も発生する。
【０００５】
　一方、従来の照明には、次のような課題がある。
【０００６】
　白熱灯や蛍光灯は、天井面に凹凸を形成することが多い。そのため、清掃に手間がかか
るという問題がある。また、これらの照明装置では、前記凹凸に起因して、室内に不要な
影部を生じさせるという不具合も招き易い。さらに、このようなものであると、大規模な
工事を行うことなしに内部空間の用途変更や配置換え等に対応させて照明態様を変えるこ
とは困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、少なくとも前述した情報表示に関する課題を解決するために、次のような構
成を採用したものである。すなわち、本発明に係る建造物は、下方から視認可能な天井に
設けられた自己発光機能を有する面状表示装置と、この面状表示装置に表示すべき内容を
受け付ける表示内容登録手段と、この表示内容登録手段に登録される表示内容を記憶する
表示内容維持手段と、この表示内容維持手段に記憶された表示内容のデータに基づき前記
面状表示装置に前記表示内容を映し出す表示装置駆動手段とを具備してなるものである。
なお、前記「表示内容」には、静止したものだけでなく動くものも含まれる。
【０００８】
　前記面状表示装置は、表面が面状をなし自己発光機能を有するものであればよく、例え
ば、多数のＬＥＤ等の独立発光素子を縦横に面状配置してそれらを選択的に発光させる方
式、液晶パネル方式、有機ＥＬパネル方式あるいはプラズマパネル方式等、大型テレビジ
ョンの表示装置等として開発されている種々の面状表示装置を採用することができる。こ
こで面状とは、平滑な連続面をなす状態のみならず、微小な発光素子が密に配置されてそ
の表面が実質的にほぼ面的になっている状態をも含むものである。また、前記面状表示装
置による表示は、モノクロであるとカラーであるとを問わない。
【０００９】
　このような構成のものであれば、床上のあらゆる箇所から見渡すことができる天井に表
示がなされる。そのため、多少混雑している場合でも天井に表示された内容は人などに遮
られることなく視認可能となる。また、前記表示内容登録手段に登録する表示内容を変更
するだけで、天井に表示される内容も変わることになる。そのため、表示変更時に工事が
必要になるという不具合を解消することができる。
【００１０】
　情報表示に関する課題に加えて前述した照明に関する課題をも解消するには、前記面状
表示装置を照明としても使用可能な光量を有したものにし、当該面状表示装置に表示機能
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のみならず照明機能をも発揮させ得るように構成するのが望ましい。面状表示装置を照明
としても用いる態様としては、表示面全域を発光させて照明を行い、その発光する背景上
に情報表示用の文字や図形等を重ねて映し出すようにしたもの、或いは、豊かな光量を有
する照明用の映像と、文字、図形、色彩あるいはこれらの組み合わせからなる情報伝達用
の映像とを並存させて映し出すようにしたもの等を挙げることができる。この明細書にお
いては、原則として情報を伝えるための映像を「情報表示」と称し、照明のための映像を
「照明表示」と称する。単に「表示」とした場合には、「情報表示」と「照明表示」の両
方又はいずれか一方を示すものとする。
【００１１】
　このような構成のものであれば、前記面状表示装置に照明装置としての役割をも担わせ
ることができる。そのため、凹凸のある従来の照明装置を無くすことができ、清掃作業の
円滑化を図ることができるとともに、必要に応じて影部が生じないように照明するような
ことも適宜可能となる。また、照明の位置や明るさ或いは色彩などは、前記表示内容登録
手段に登録する表示内容を変更するだけで対応することができる。そのため、照明位置を
変更するために工事が必要になるという不具合も解消することができる。
【００１２】
　以上に加えて、さらに維持管理の簡略化を図るには、前記面状表示装置の表面を自動清
掃するための清掃装置を設けるのが好ましい。清掃装置としては、例えば、前記面状表示
装置に添接させたワイパーと、このワイパーを前記面状表示装置の表面に沿って移動させ
るワイパー駆動機構とを備えたものが考えられる。
【００１３】
　面状表示装置を設けた天井は、部屋の空間を覆うものに限らず廊下等の通路空間を覆う
ものであってもよく、また、その空間の種類も、公共施設空間、工場空間、オフィス空間
、あるいは娯楽施設空間等、種々のものを挙げることができる。
【００１４】
　限られた天井面により多様な表示を行うようにするには、前記面状表示装置として、視
認方向によって異なった表示内容を表示し得る構成のものを使用するのが望ましい。
【００１５】
　さらに、省エネルギー化を推進するには、前記面状表示装置の裏面側に太陽電池パネル
を設け、この太陽電池パネルを屋外に露出させる等、種々のものが考えられる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、混雑して各種の表示を視認し難いという不具合を解消することができ
るとともに、表示変更にも容易に対応することができる建造物を提供することができる。
【００１７】
　また、面状表示装置を照明としても使用可能な光量を有したものにすれば、天井面に凹
凸のある格別な照明装置を設ける必要を無くすことも可能となり、清掃が容易で種々の状
況変化に容易に対応することができるという効果をも奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の一実施形態を以下に説明する。
【００１９】
　図１に示す建造物は、部屋Ｒの空間を覆う天井１に、面状表示装置２を設け、この面状
表示装置２に、種々の表示を行うようにしたものである。具体的には、例えば、コンクリ
ートスラブ１ａにグリッド天井枠材１ｂを複数本の吊ワイヤー１ｃを介して水平に吊り下
げ、このグリッド天井枠材１ｂの下面にパネル状をなす面状表示装置２を装着している。
【００２０】
　面状表示装置２は、例えば、ＬＥＤ等の独立発光素子２ａを縦横に面状配置したもので
ある。この実施形態では、パーソナルコンピュータ３から出力される映像信号を、ＤＶＩ
端子あるいはＨＤＭＩ端子４を介してコントローラドライバ５に伝達し、このコントロー
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ラドライバ５により前記面状表示装置２の発光素子２ａを選択的に発光させて該面状表示
装置２に前記映像信号に対応する表示を行わせるようにしたものである。前記コントロー
ラドライバ５としては、例えば、パーソナルコンピュータ用モニタ装置に用いられるコン
トローラドライバや、テレビジョン装置に用いられる画像エンジン等を用いる。その構成
は、通常のものであるため説明は省略する。前記コントローラドライバ５は、本発明の表
示装置駆動手段８としての役割を担う。
【００２１】
　前記パーソナルコンピュータ３は、ＣＰＵ、内部メモリ、ハードディスク、入出力イン
タフェース等をデータバスを介して相互に接続してなる通常のもので、前記入出力インタ
フェースには、キーボードやマウス等の入力装置や、ＵＳＢメモリ等が接続される。表示
内容は、前記入力装置を用いて、このパーソナルコンピュータ３上で作成する場合と、前
記ＵＳＢメモリ等を介して既に作成されたものをパーソナルコンピュータ３内に取り込む
場合とがあるが、いずれにしてもその表示内容に対応するデータは一時的に前記内部メモ
リ又はハードディスク上に記憶されるようになっている。従って、このパーソナルコンピ
ュータ３が、本発明の表示内容登録手段６及び表示内容維持手段７としての役割を担う。
【００２２】
　この面状表示装置２は、照明として使用可能な光量を有したものである。すなわち、表
示面全域を発光させて照明を行い、その発光する背景上に情報表示用の文字や図形等を重
ねて映し出したり、あるいは、豊かな光量を有する照明用の映像と、文字、図形、色彩あ
るいはこれらの組み合わせからなる情報伝達用の映像とを並存させて映し出すようにした
りすることができる。これらの態様は、パーソナルコンピュータ３に登録する表示内容に
応じて適宜実現することができる。
【００２３】
　また、この面状表示装置２の表面部分には、この表面を自動清掃するための清掃装置９
を設けている。この清掃装置９は、前記表面に添接させたワイパー９ａと、このワイパー
９ａを前記表面に沿って移動させるワイパー駆動機構９ｂとを備えている。このワイパー
駆動機構９ｂは、前記表面上に敷設したレール９ｂ１と、このレール９ｂ１に沿って走行
する台車９ｂ２とを具備してなるもので、前記ワイパー９ａは、前記台車９ｂ２に支持さ
せてなる。このような清掃装置９を面状表示装置２の表面部分に設けることにより、前記
面状表示装置２の維持管理の簡略化を図ることができる。
【００２４】
　なお、面状表示装置２は、天井１の全域を覆う１枚のパネル構造をなすものに限らず、
複数に分割されたものであってもよい。複数に分割された面状表示装置２は、隙間なく並
べてもよいし、必要に応じ間隔をあけて配置してもよい。間隔をあけて面状表示装置２を
配置する場合には、天井枠材１ｂの下面に通常の天井パネルを添接しておくのが望ましい
。
【００２５】
　図２は、本発明を公共施設、具体的には役所の窓口施設Ｍに適用した場合の一例を概略
的に示すものである。この態様は、図１に示したものに準ずる面状表示装置１０２を天井
１０１に設けたもので、この面状表示装置に、例えば、「消費者相談課　商品に対するト
ラブル、クレームはこちらへ」等の情報表示Ｈ１を行うようにしている。すなわち、この
情報表示Ｈ１により、該情報表示Ｈ１が行われる箇所の直下に位置する窓口の部署等を表
示するようにしている。
【００２６】
　このようなものであれば、窓口が混雑していても、天井１０１に設けた面状表示装置１
０２の表示Ｈ１が遮られることがなく、窓口の位置を確実に視認させることができる。
【００２７】
　また、部署の配置替え等が生じた場合には、新たな表示内容を図２には示していないパ
ーソナルコンピュータに登録することにより、配置替え後の窓口配置に対応させた表示を
面状表示装置１０２に行わせることもできる。
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【００２８】
　図３は、本発明を工場Ｆに適用した場合の一例を概略的に示すものである。この態様は
、図１に示したものに準ずる面状表示装置２０２を天井２０１に設けたもので、この面状
表示装置２０２に、例えば、エリア分けを示す図形Ｈ２ａと、前記図形Ｈ２ａが示す各エ
リアの管理責任者の氏名Ｈ２ｂとを表示させる。なお、各エリアはそれぞれ色分けした状
態で面状表示装置２０２に表示させるのが望ましい。また、図３においては、工場Ｆ内の
設備の図示は省略している。
【００２９】
　このようなものであれば、工場Ｆ全体の管理状態が一目瞭然となり、各エリアの管理責
任者に好ましい刺激を与えることができる。
【００３０】
　なお、工場での表示としては、以上のようなものに限らず、例えば、各種設備の配置エ
リアや作業工程を一目瞭然にするための表示、材料搬出入ルートを示唆するための表示、
或いは見学ルートを明示するための表示等、種々のものが考えられる。
【００３１】
　図４は、本発明をオフィスＯに適用した場合の一例を概略的に示すものである。この態
様は、図１に示したものに準ずる面状表示装置３０２を天井３０１に設けたもので、この
面状表示装置３０２に、例えば、「設計第１課　お客様の要求を満たす○○を３日で設計
いたします」等の情報表示Ｈ３を行うようにしている。すなわち、この情報表示Ｈ３によ
り、該情報表示Ｈ３が行われる箇所の直下に位置する部署等に関係する表示を行うことが
できるようにしている。
【００３２】
　このようなものであれば、各部署の位置や、各部署が発信するメッセージ等を示す情報
表示Ｈ３を部屋のいずれの場所からも視認することができ、部署間の相互理解等を深める
ことが可能になる。
【００３３】
　さらに、この面状表示装置３０２は、前述したように、背景を光らせて部屋全体を照明
することもできるようにしている。このようにしておけば、特定の部署のみが残業等で照
明を必要とする際等には、図４には示していないパーソナルコンピュータに登録する表示
内容を変更してその領域のみに照明表示を行うことも可能となる。
【００３４】
　図５は、本発明を公共施設、具体的には病院の廊下Ａに適用した場合の一例を概略的に
示すものである。この態様は、図１に示したものに準ずる面状表示装置４０２を廊下Ａの
天井４０１に設けたもので、この面状表示装置４０２に、矢印図形Ｈ４ａや、矢印図形Ｈ
４ａによる案内先Ｈ４ｂ等の情報表示Ｈ４を行うようにしている。
【００３５】
　このようなものであれば、廊下Ａが混雑している場合であっても、矢印図形Ｈ４ａや、
矢印図形Ｈ４ａによる案内の内容を確実に視認させることができる。また、廊下Ａの床面
に情報表示を行う場合と比較して、汚れや擦り切れ等により表示内容が見えにくくなると
いう不具合を効果的に抑制ないし防止することができる。
【００３６】
　図６は、本発明を娯楽施設、具体的にはホールＬに適用した場合の一例を概略的に示す
ものである。この態様は、図１に示したものに準ずる面状表示装置５０２を天井５０１に
設けたもので、この面状表示装置５０２に、主としてステージ５０３上を照明するための
照明表示Ｈ５ａや、ステージ５０３上の演者等からのメッセージ等を示す情報表示Ｈ５ｂ
を併せて行うようにしている。
【００３７】
　このようなものであれば、ホールＬ内のいずれの位置からも各種の表示を視認しやすい
という効果が得られるのは勿論であるが、さらに、ステージ５０３の雰囲気に応じた多様
な照明効果を、登録内容の工夫により容易に演出することが可能になる。すなわち、前記
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照明表示Ｈ５ａの色や位置は、新たな表示内容を図６には示していないパーソナルコンピ
ュータに登録し記憶させることにより、随時変更可能である。そして、複数の表示内容を
記憶させておき、状況に応じて表示内容を切り替えることにより、多様な照明効果を醸し
出すこともできる。
【００３８】
　さらに、ホールＬ内におけるステージ５０３の位置を変更しても、照明装置の移動に伴
う工事を行うことなく、表示内容の変更のみにより対応することができる。換言すれば、
ステージ５０３の設営場所を状況に応じて簡単に変更することができるため、公演内容に
適した場所や照明効果を自由に設定して多様な演出を行うことができるという格別な効果
を奏する。
【００３９】
　なお、本発明は、以上に述べた実施態様に限られない。
【００４０】
　例えば、図７に示すように、視認する方向によって異なる内容を表示可能な面状表示装
置６０２を設けてもよい。すなわち、この面状表示装置６０２は、例えば、第１視認方向
用の発光素子６０２ａと、第２視認方向用の発光素子６０２ｂとを隣接配置するとともに
、それら発光素子６０２ａ、６０２ｂの前面に、前記第１視認方向用の発光素子６０２ａ
を第１視認方向に表出させるとともに、前記第２視認方向用の発光素子６０２ｂを第２視
認方向に表出させるための視差バリア６０２ｃを配したものである。
【００４１】
　このような面状表示装置６０２を部屋の天井に用いれば、異なった方向からその部屋に
入室する人々あるいは異なったエリアに滞在する人々にそれぞれ異なったメッセージを届
けることができ、限られた天井面により多様な表示を行うことが可能となる。また、この
ような面状表示装置６０２を通路の天井に用いれば、例えば、右側を通行する人々と、左
側を通行する人々とにそれぞれ異なったメッセージを表示することができ、従ってより明
確な案内が可能になる。
【００４２】
　また、映画館の天井に、本発明を適用してもよい。このようにすれば、スクリーン上の
映像に加えて、補助的な映像等を天井に映し出すことができる。加えて、非常口への案内
等も行うこともできる。
【００４３】
　さらに、店舗等の天井に、本発明を適用してもよい。このようにすれば、陳列態様を視
認させる表示等を効果的に行うことができるだけでなく、例えば、万引き対策などにも用
いることができる。すなわち、各種店舗では監視カメラを通して万引き等を監視している
場合があるが、万引き等を発見しても、直ちにその位置を他の店員等に知らせることが難
しい。しかしながら、本発明によれば、監視カメラにより万引きを発見した者が、その位
置を星印等の図形を用いて天井に表示させることが可能になり、さらに、万引きの容疑者
の移動に伴ってその表示位置を移動させることもできる。そのため、他の店員等に万引き
の容疑者の位置を知らせて取り押さえるよう促すことが容易になる。
【００４４】
　また、前記面状表示装置の裏面に太陽電池パネルを設け、この太陽電池パネルを屋外に
露出させるようにしてもよい。このようにすれば、この太陽電池パネルにより発電した電
力を前記面状表示装置に供給し、省エネルギー化を推進することができる。
【００４５】
　その他、本発明の趣旨を損ねない範囲で、種々に変更可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の一実施形態に係る建造物の概略図。
【図２】本発明を役所の窓口施設に適用した態様の概略図。
【図３】本発明を工場に適用した態様の概略図。
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【図４】本発明をオフィスに適用した態様の概略図。
【図５】本発明を病院の廊下に適用した態様の概略図。
【図６】本発明をホールに適用した態様の概略図。
【図７】本発明の他の実施態様を示す図。
【符号の説明】
【００４７】
　１、１０１、１０１、２０１、３０１、４０１、５０１…天井
　２、１０２、１０２、２０２、３０２、４０２、５０２、６０２…面状表示装置
　６…表示内容登録手段
　７…表示内容維持手段
　８…表示装置駆動手段
　９…清掃装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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